
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する

　　　　　上告費用は上告人の負担とする

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告理由第一点について。

　本件のごとき強迫に因る手形行為取消の抗弁は、手形法上いわゆる人的抗弁とし

て、善意の手形所持人には、対抗できないものとした原判決は正当であつて、論旨

は理由がない。

　同第二点について。

　原判決は、証拠にもとずいて被上告人が本件手形を所持する事実を認定したこと

は、原判文上明かである。論旨は理由がない。

　同第三点について。

　上告人が、原審において所論抗弁事実について被上告人の悪意であることを、何

ら主張立証するところのなかつたことは、記録上、明らかである。原判決に所論の

ような違法ありとすることはできない。

　よつて、民訴四〇一条九五条八九条に従い、全裁判官一致の意見により主文のと

おり判決する。
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